
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模宅地の特例と同意書                 

Ｑ：小規模宅地の特例の適用を受けるには

同意書が必要とか。どのような取扱いになっ

ているのですか？                                     

                                              

Ａ： 申告書に全員の氏名を記入すること

で同意したことになります。 

【解説】 

小規模宅地等の特例は、一定の宅地につい

て相続人の生活に必要という観点から宅地の

評価額から最大８割相当額を減額してくれる

というものです。 

この特例の適用を受けるには、様々な要件

があるのですが、この特例の対象となる土地

等を取得した相続人が複数いるときは、その

取得者全員が同意をして特例の適用を受ける

宅地等を選択するものとして、その選択につ

いて全員の同意を証する書類を相続税の申告

書に添付しなければならないこととなってい

ます。 

この場合の同意を証する書類は、特に同意

書を作成して提出する必要はなく、相続税の

申告書の「小規模宅地等についての課税価格

の計算明細書」にある「特例の適用にあたっ

ての同意」の欄に特例の対象となる宅地等を

取得した相続人全員の氏名を記入すれば、同

意を証する書類として認められることとなっ

ています。なお、この記入は、自署する必要

もなく、また印鑑を押す必要もありません。 

パソコンで作成する場合は、パソコン入力

で認められます。 
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